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１ 現代 PPPの世界的な定義 
（１） リスクとリターンの設計 

 
（２） 契約によるガバナンス 

 
２ 我が国における PFIの歴史的な意義 ・・・PPPへつなぐ重要な橋渡し 

 



 
３ PPPの市場 ・・・GDP上の公的支出に比べて１％程度  

 
４ PPPの課題  

(1) 政策決定プロセスを官が独占 
民の知恵の出しにくい事業の細分化、必然性に乏しい事業  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(2) 複雑すぎる制度と制度間バッティング 
制度が縦割り、新設でも指定管理者へ流れる傾向 

 
 
５ 課題解決の方向性  

(1) 市民参加 （比較 VFMの開示） 

 
(2) 民間提案（提案者加点）  

 



 
(3) 制度間融合 （PFIでも利用料金制度・官民競争入札を導入、スーパーPPP） 

市場化テスト
（官民競争入札）

指定管理者

PFI

PFI事業者を指定
管理者とすること
は可能（平成16
年12月15日総務
省通知）

特定公共サービス以外で指定
管理者の対象になりうる事業で
も官民競争入札は可能（自治体
版市場化テスト）

PFIでの官民競争
入札導入（PFI法
によらない手続き
で官民競争入札
を実施）

図表 スーパーPPP

 
 
６ 参考事例  

(1) 我孫子市提案型公共サービス民営化制度  

 
 

(2) 市川市１％市民団体支援制度  

 



(3) 東京都市場化テスト提案募集  

 
 
 

(4) 京都府立体育館協働化テスト 

 
(5) 完全 PPP都市 サンデイスプリングス市 

 


